
議案第３９号 

   鶴ヶ島市税条例の一部を改正する条例について 

 鶴ヶ島市税条例（昭和２９年条例第８号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。 
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提 案 理 由 

 地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税における令和７年度分の特別税額控除

の規定の追加、固定資産税における滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に

対する課税標準の特例に関する規定の追加等したいので、この案を提出するものであ

る。 

  



   鶴ヶ島市税条例の一部を改正する条例 

 鶴ヶ島市税条例（昭和２９年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の５第１項中「又は連結法人税額（法第３２１条の８第４項に規定する連

結法人税額をいう。以下この条において同じ。）に係る個別帰属法人税額（法第２９

２条第１項第４号の２に規定する個別帰属法人税額」を「（法第２９２条第１項第４

号に規定する法人税額」に改め、「若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分」を

削り、同条第２項中「又は連結法人税額の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業

年度に該当する期間に限る。第４項において同じ。）」を削り、同条第３項中「又は

個別帰属法人税額」を削り、同条第４項中「又は連結法人税額の課税標準の算定期間」

及び「又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間」を削り、同条第５項中「（同法

第１４５条において準用する場合を含む。第７項において同じ。）」を削り、「第７

項」を「次項」に改め、同条第６項を削り、同条第７項を同条第６項とし、同条第８

項を削り、同条第９項中「から第６項まで」を「及び第５項」に改め、同項を同条第

７項とする。 

 第３４条の７第１項第３号中「及び第３号」を「から第４号まで」に改め、「同条

第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含み、」を削り、「並びに」を「及

び」に改める。 

第５１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、「そ

の旨」を「その旨を」に改める。 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

 第７１条第３項中「によって固定資産」を「により固定資産税」に、「においては」

を「には」に改める。 

第１３９条の３第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

 附則第７条の７の次に次の１条を加える。 

 （令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項及び第

４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特別税額控除額



を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３４条の３、第３４条

の６から第３４条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の

３の２第１項、附則第７条の４及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

附則第８条第３項中「及び附則第７条の５第１項」を「、附則第７条の５第１項及

び前条」に、「とする」を「と、前条中「附則第７条の４及び」とあるのは「附則第

７条の４、次条第２項及び」とする」に改める。 

附則第１０条の２中第２６項を第２８項とし、第２３項から第２５項までを２項ず

つ繰り下げ、第２２項を第２３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

２４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の１と

する。 

附則第１０条の２中第２１項を第２２項とし、第１４項から第２０項までを１項ず

つ繰り下げ、第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は、７分の６とする。 

附則第１０条の３中第１４項を第１５項とし、第３項から第１３項までを１項ずつ

繰り下げ、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち区分所

有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合においても、長期優

良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規定

する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定する期間内に施行規則附則第

７条第４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則

第１５条の７第１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前

項の規定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができる。 

 附則第１６条の３第３項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」

を加え、「同条第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改める。 

附則第１６条の４第３項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」

を加え、「同条第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改める。 



附則第１７条第３項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」を

加え、「同条第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改める。 

附則第１８条第５項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」を

加え、「同条第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改める。 

附則第１９条第２項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」を

加え、「同条第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改める。 

附則第２０条第２項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」を

加え、「同条第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改める。 

附則第２０条の２第２項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」

を加え、「同条第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改め、同

条第５項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」を加え、「同条

第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改める。 

附則第２０条の３第２項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」

を加え、「同条第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改め、同

条第５項第５号中「附則第７条の５」の次に「及び附則第７条の８」を加え、「同条

第１項」を「附則第７条の５第１項及び附則第７条の８」に改める。 

附  則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第５６条の改正規定 令和７年４月１日 

(2) 第３４条の７第１項第３号の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定並び

に次条の規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属

する年の翌年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項

の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の鶴ヶ島市

税条例第３４条の７第１項第３号の規定の適用については、同号中「寄附金（前号



に掲げる寄附金を除く。）」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定によ

り特定寄附金とみなされるものを含み、前号に掲げる寄附金を除く。）」とする。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 改正後の鶴ヶ島市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

 


